
 

 

令和２年８月５日 

 

「福岡コロナ警報」の発動と今後の対応について（案） 

 

（１）「福岡コロナ警報」について 

今後、新型コロナウイルス感染症と長く向き合っていかなければならない中、

本県では、感染の再拡大防止と医療提供体制の維持・確保に取り組みながら、

社会経済活動のレベルを徐々に引き上げてきました。 

その際、感染者の症状に応じて、適切な医療を提供できることが大事であり

ます。このため、社会経済活動との両立を図っていく中で、感染拡大により医

療提供体制がひっ迫するおそれがある場合に、医療提供体制確保の準備に

入るための県独自の指標として、「福岡コロナ警報」を設定し、モニタリングし

てきました。 

 

７月中旬以降、新規感染者が増加傾向にあり、「福岡コロナ警報」の指標を

みると、 

①「感染者数」は、この３日間で増加傾向にはないものの、７月１８日以降、

基準となる８人を大幅に上回る状況が続いている 

②「感染経路不明者の割合」は、直近 3 日間いずれも 50％を上回っている 

③「病床稼働率」は基準の５０％を超える５４．９％となった 

④「重症病床稼働率」は、１８．３％で基準以下だが、上昇傾向にある 

 

これらの指標の状況に加え、さらに中等症者の数も６０人に増えているなど、

医療機関への負担が懸念される状況となってきたことから、総合的に判断し、

本日、「福岡コロナ警報」を発動します。 

 

これを受け、まず第１に、今後、医療提供体制がひっ迫する事態が生じない

よう、改めて医療機関に対して病床の準備等の医療提供体制の整備を要請し

ます。また、現在６８６室を確保している宿泊療養施設については、さらなる確

保に向けて取り組んでいきます。 

第２に、県民、事業者の皆様に更なる取組みを要請します。 

 

 

資料２ 
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（別添１）



 

（２）事業者・県民に対する協力要請について 

今回の感染拡大の状況をみると、県内では、「接待を伴う飲食店」など飲酒

を伴う店で多くのクラスターが発生しており、福岡市では、感染源の８割が酒

に関わるものとの報告もありました。また、７月以降、感染者数が急増していま

すが、地域別にみると、その約６割を福岡市が占めています。 

 

こうした実態を踏まえ、社会経済への影響をできるだけ小さくしつつ、感染

拡大防止を図っていくため、特措法第２４条第９項に基づき、事業者および県

民に対して別紙１のとおり新たな協力の要請を行います。 

 

なお、これまで県民および事業者にお願いしてきた別紙２の感染防止対策に

ついては、引き続きその徹底を図っていきます。 
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別紙２ 

 

＜感染防止対策の徹底＞ 

①基本的事項 

・一人一人が、「人にうつさない」、「人からうつされない」、「自分が感染し

ているかもしれない」という意識を常に強く持つこと 

・特に、最近は２０代～３０代の若い世代の感染が半数を占めており、無症状

の方が多いため、若い世代の人は、高齢者など重症化しやすい人に感染

を広げないよう慎重に行動すること 

・マスク、手洗い、人との距離、三密の回避など、「新しい生活様式」（別紙１）

を実践すること 

※気温・湿度が高い中でのマスクの着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがある

ことから、「屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）を確保できる場合には、マスクを外

す」、「周囲の人と十分な距離（２ｍ以上）を確保できる場所で、マスクを一時的に

外して休憩する」など、適宜マスクを外すことで、熱中症の予防を図ること 

 

②外出 

・外出にあたっては、自身の健康状態はもとより、目的地の感染状況、利用

する施設の感染防止対策を確認し、その必要性を判断すること 

・外出する場合は、 

  発熱等の症状がある場合、外出を控えること 

  各人による感染防止対策を徹底するとともに、感染防止対策が不十分

な場所への外出を避けること 

  「マスク」、「手洗い」、「人との距離」、「三密の回避」を守ること 

  観光地においては、人と人との間隔を確保すること 

 

③施設 

・全ての施設管理者は、「四方を空けた席配置」、「客の入れ替え時の適切

な消毒や清掃」など、業種別の感染拡大防止ガイドライン等に基づき、徹

底した感染防止対策を確実に講じること 

 

④催物（イベント等） 

・催物（イベント等）の開催にあたっては、徹底した感染防止対策を講じるこ

とを前提として、以下を目安にすること 
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【７月１０日～当面８月末までの間】 
屋内：５，０００人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数 

屋外：５，０００人以下、かつ人と人との距離を十分確保（できるだけ２ｍ） 

・全国的な人の移動を伴うイベントや、参加者が１，０００人を超えるようなイ

ベントの開催を予定する場合には、施設管理者または主催者は、その開催

要件等について事前に県に相談すること 

・感染リスクへの対応が整わない場合は、主催者は、中止又は延期などの

対応を行うこと 

・祭り、花火大会、野外フェスティバル等、人数の管理が困難な行事のうち、

全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難

なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。 

※地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事で

あって参加者がおおよそ把握できるものについては開催可能 

 

⑤職場への出勤等 

・在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤の実施など、人との接触を

低減すること 
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感染防止宣言ステッカー制度について 
 

今後、新型コロナウイルス感染症と長く向き合っていかなければならない中、感

染拡大防止と社会経済活動の両立を図っていくためには、県民・事業者それぞれが

感染防止対策をしっかり行っていくことが重要です。特に、事業者においては、店

舗・施設内で万が一感染が発生した場合、その影響は計り知れません。 

 

そのため、県では、事業者に対して、業種別ガイドラインを遵守することや、感

染防止対策をとっている旨が来店者・来場者に分かるよう掲示することなどをお願

いしてきたところです。 

今般、事業者の感染防止対策をさらに推し進めるため、新たに、全県共通の「感

染防止宣言ステッカー」を作成し、普及を図ってまいります。 

 

①業種別ガイドラインを遵守している事業者が、インターネットを通じて、取り組

んでいる感染防止対策を自己チェックすることで、「感染防止宣言ステッカー」を

取得できる仕組みを構築します。（別紙参照 ／ ８月７日（金）から実施予定） 

②各店舗・施設はこのステッカーを入口等の目立つ場所に掲示し、来店者・来場者

が、感染防止対策をとっている旨を確認できるようにします。 

③今回の休業協力要請にあたって、このステッカーを掲示している店舗・施設は、

業種別ガイドラインを遵守している店舗・施設として取り扱います。なお、市町

村、業界団体等ですでに同様のステッカー制度がある場合は、本県のステッカー

とみなします。 

別紙３ 
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